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 第13回あんしんセミナー開催のお知らせ
 （ 公 益 目 的 事 業 ）

　今年度も、会員をはじめとする地域の方々の健康に対する意識の向上を図るため、あんしんセミナーを開催いたします。

　今年は昨年参加された方のアンケートを踏まえ
11月に開催となります。
　1日目は、地域の方々も参加できる健康に関する
セミナーを開催します。
　2日目は、退職互助会員向けの研修会を予定し
ております。
　久しぶりに会う参加者同士の楽しい時間をお過
ごしください。
　どなたでも参加いただけますので会員以外の方
もお誘い合わせの上、ぜひ、ご参加ください。

健康長寿は
皆さん自身の習慣で
作りあげましょう！

福島市飯坂町 「摺上亭  大鳥」
会　場

50名 ※会員以外の方もご参加いただけます

定　員

平成27年11月19日（木）午後1時30分～　　20日（金）午前11時まで

19日（木）　13：40～15：10　　マジックの講演 ・プロのマジシャンによるマジックの講演
・簡単なマジックで脳を活性化させます

15：30～16：30　　絵 手 紙 作 成 ・オリジナル絵手紙の作成
　　　 18：00～　 懇親会

20日（金）　  9：00～10：30　　医療給付金請求事務手続きについて（退職互助会員）

・医療給付金事務手続き研修

日　時

別紙、参加申込書にてお申し込みいただくか、共助会ホームページ「あんしんセミナー申
込フォーム」からお申し込みください。
※スマートフォンや携帯電話からお申し込みの場合は、QRコードをご利用ください。但し機種によってはご利用いただけない場合があります。

参加申し込み

あんしんセミナーの内容 詳細は別紙をご覧ください。

平成27年2月に開催した「あんしんセミナー」に参加したみなさん

主な
内容

○第13回あんしんセミナー開催のお知らせ　○おじゃまします！　○平成26年度退職互助医療保険事業概況
○請求する際の注意　○簡単健康法　○クイズコーナー　など
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　梁川町農業協同組合を退職後、趣味の日本画や俳句などとてもお忙
しい毎日を過ごされている安藤精重さんにお話を伺ってきました。

日本画を始めたきっかけ
◇退職したら毎日が日曜日!何かしないと!

　退職したときに「これからは毎日が日曜日になる!」「何もしなかったら一
気に老け込んでしまう」と思ったことが「絵」を始めたきっかけです。
　絵を描くことが得意だったわけではなく、嫌いでなかったという単純な思
いから日本画教室に入りました。
　絵は初心者で、たまたま入った教室が日本画で、これが日本画との出会
いです。すぐに伝統的で心を表現する絵の魅力に惹かれました。画材の絵
の具も多色で、塗り方で表現が変わってくるおもしろさがあります。日本独自
の日本画をこれからも大切にしていくべきだと思います。
　ひとつの作品（絵）を半年間ぐらいかけて完成させます。完成した作品は、
作品展へ出展します。
　平成24年は、日本三大鍾乳洞の龍泉洞の絵で福島県総合美術展（日本
画部）大賞をとることができました。
　絵は、うまく描こうとしないで丁寧に描くことです。絵が好きだと作品にも表
現されてくるので、気持ちが大切だと思います。
　「俳句」も趣味が高じたもののひとつです。全国に会員がいて、東京や横
浜で行われる会合へ出席しています。1年に1回〜2回の会合ですが、楽し
い時間を過します。会員の俳句は、冊子
になり配られます。俳句が掲載されるほ
か、縁あってこの俳句冊子の挿絵を頼ま

れ描いています。
　現役時代は、1に仕事、2に仕事、3、4も仕事で、車の販売や共済関係の仕
事をしていました。ちょうど高度経済成長期でもあり、毎日がノルマ、ノルマ・・・
で趣味を持つ時間などありませんでした。
　研修などを受けても、足りないと思ったら自分で書店へ本を買いに行き勉
強をしたり、その本をお客さんに見せたり工夫しました。
　何事も、楽をしたり中途半端ではだめですね。

元気で生活するために心がけていること
◇仲間とのおしゃべりが一番の健康法です!
　たくさんの仲間と出会えたことも絵を始めてよかった点のひとつです。
　日本画教室のお昼の時間は、持ち寄った弁当を広げて、みんなでワイワイおしゃべりする時間がとても楽しみです。
　また、関東・関西にいる同級生から「次の作品展はいつなの？」と連絡をもらったり、東京の作品展をきっかけ
に同級生たちで集まったりしています。
　絵、俳句のほかに、妻と一緒に週2回、市主催の筋力トレーニングに通っています。筋力トレーニングは元より、そこ
で集まる仲間たちとのおしゃべりが健康維持に繋がっていると思います。
　健康でボケないためには、他人とかかわることが大切で、1日10人
の他人としゃべるように心がけています。

お
じ
ゃ
ま
し
ま
す
！

おじゃまします！

日本画教室に興味のある方は、
安藤さんまでご連絡をお願いします。

●連絡先：TEL 024－577－4598（安藤さん宅）
●日　時：毎月、奇数週の日曜日 10：00～15：00
●場　所：福島市内の「中央学習センター」

〒960－8018　福島市松木町1番7号

日本創美会

安藤さんが教えている日本画教室では、
会員を募集しています。

伊達市梁川町

安藤　精重さん

安藤精重　略歴
昭和12年　伊達市梁川町西土橋生まれ
平成11年　日本画創美会入会
平成14年　日本画創美展　創美賞受賞（国宝阿修羅像）
平成15年　公募日府展出品　新人賞受賞（以後連続入選）

於　東京都美術館
平成15年　福島県日本画協会　入会
平成16年　福島県日本画協会アンデパンダン展出品
平成17年　福島県総合美術展　入選（以後連続入選）
平成17年　日本画創美展　創美賞受賞（滝の音）
平成21年　公募日府展　奨励賞受賞（蔦紅葉）
平成22年　福島県総合美術展　県教育長賞受賞（郷愁）
平成23年　公募日府展　奨励賞受賞（楊貴妃牡丹）
平成24年　福島県総合美術展　準大賞受賞（地底の詩）
平成25年　公募日府展　奨励賞受賞（木五倍子の花）

於　東京都美術館
 現在　日本画創美会（副会長）
　　　 福島県日本画協会常任理事（事務局長）
　　　 伊達市梁川町柳田在住

「白鳥の精」

安藤さんが

描いた作品

　取材の際、安藤さんから日本画の魅力についていろいろと教えていただき、安藤さんの絵へ
の熱い思いを感じることができました。
　健康面では「自分の健康は自分で」という言葉がとても印象的でした。
　奥様はフラダンスをされているようで、大変アクティブで仲むつまじいご夫婦でした。
　夫婦円満も健康でいられる秘訣なのかもしれないですね。　
　次の作品展の準備でお忙しい中、おじゃまさせていただきました。ありがとうございました。
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退職会員・家族の皆様へお願い

平成26年度退職互助医療保険事業概況
なお、ホームページにも平成26年度事業報告および決算の詳細を掲載しておりますのでご覧ください。

院内処方による薬代の請求について

　院内処方による薬代で不公平感を感じている会員の方から「院内処方の薬代について一部負担額を
差し引かないでほしい」との要望があり、給付方法について種々検討いたしましたが、医療機関が発行す
る領収書で、薬代を正しく算出できない場合も多いことから、現行通りの給付方法とさせていただきます。
ご理解・ご協力くださいますようよろしくお願いいたします。

退職互助医療保険　会員数 退職互助医療保険　実績

平成26年度（H27.3.31）

退 職 互 助 会 員

本 人 3,041人

配 偶 者 2,565人

計 5,606人

現 職 会 員
加 入 団 体 62団体

会 員 数 4,965人

平成26年度（H27.3.31）

給 付 種 別 件数（件） 金額（円）

医 療 給 付 金 25,724 112,107,295

解 約 返 戻 金 2 274,896

香 　 典 52 520,000

計 25,778 112,902,191

　当会の医療給付金請求等について、会員ご本人の入院時など、本人に代わって手続きしていただく場合が
ありますので、ご家族の方にも請求方法等ご理解をいただくようお願いいたします。
　なお、次の事実が発生したときは、手続き用紙をご自宅までお送りいたしますので、当会までご連絡ください。

JA福島共助会まで
Tel 024（554）3512
Fax 024（554）3510

❶ 会員の住所・電話番号・口座・加入している健康
保険に変更があるとき

❷ 障がい認定等・公費による助成を受けるように
なられたとき

❸ 退職会員またはその配偶者が亡くなられたとき

ご要望について
検討しました

院外処方
による薬代

共助会
医療給付金
請求書

医　院
領収書

プラス
支払額（保険分）から一部負担額3,000円
を差し引いて給付します。

共
助
会

✚
病院

共助会
医療給付金
請求書

病　院
領収書

プラス

共助会
医療給付金
請求書

薬　局
領収書

プラス

支払額（保険分）から一部負担額3,000円
を差し引いて給付します。

共
助
会

一部負担額の差し引きをしないで給付
します。

共
助
会

共助会へは、　　 に請求書を作成してもらいます別々

調剤薬局

✚
病院

診療費から一部負担額3,000円を
差し引きしているため、

調剤薬局分からは差し引きしません。

診療費から一部負担額3,000円を
差し引きしているため、

調剤薬局分からは差し引きしません。
処方箋

院内処方
による薬代

現行の給付方法
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一部負担額（3,000円）について
　病院分については、1請求につき一部負担額
（3,000円）を超えている医療費が給付対象と
なりますので、当会へお送りいただく前に請
求内容の確認をお願いします。

　月の初めに医療機関（A医院とします）で受診して、その後、同じ月にA医院にかかる予定がないため共助会に医療費の
請求をした後、思わぬ病気やケガで再びA医院で受診することになり、追加請求することになってしまった場合、追加の
請求書から一部負担額（3,000円）が差し引かれるため、会員の負担が多くなってしまいます。
　正しく請求されていれば、一部負担額をさらに負担することはありませんので、注意してください。
　当会へ医療費を請求される際は、診療した月分（1日～ 31日分）を翌月以降にまとめて請求してください。

診療した月の医療費は、翌月になってから請求してください

　医療給付金請求書内の「保険適用分の請求金額」が、他制度の「付加給付控除額」を超えている場合は、領収書の他に
「給付金支給決定通知書（原本）」を必ず添付して請求してください。

※｢付加給付控除額｣を超えていない場合でも、他制度より付加給付を受けた場合は必ず「給付金支給決定通知書（原本）」
を添付して請求いただくように変更しました。

健康保険組合及び共済組合等へ加入されている方の医療給付金請求方法の変更について（お願い）

給付額計算方法　～他制度に該当している方の給付額計算方法です。～

請求方法判断フロー図　～このフロー図により請求方法を判断してください。～

会員コードについて
　正しい会員コードの記入をお願いいたします。請求書に誤った
会員コードを記入されると、他の会員への誤給付に繋がります。
　ご自身の会員コードは、保険契約証（会員証）や、毎年送付して
おります登録内容確認書などに記載されております。会員コード
がご不明な場合は、当会までご連絡ください。

診療を受けた月日が9月1日～ 30日の場合 ⇒ 10月になってから請求
　　　　　〃　　 10月1日～ 31日の場合 ⇒ 11月になってから請求

請求する際にご注意ください！

例

付加給付控除額25,000円
（共助会給付対象） 市町村職員共済組合からの給付 55,000円（共助会給付対象外）

給付計算方法　（25,000円 － 3,000円） × 85％ ＝18,700円

医療費（自己負担分） 80,000円

この部分が共助会の
給付対象となります。

付加給付控除額 一部負担額 給付率 給付額

例） 市 町 村 職 員 共 済 組 合（付 加 給 付 控 除 額
25,000円）に加入している配偶者が入院
して80,000円の医療費がかかった場合

医療給付金請求書内の「保険適用分の請求金額」は「付加給付控除額」を超えていますか？

はい いいえ
「医療給付金請求書」に「領収書（原本）」と「給付金支
給決定通知書（原本）」を添付して請求してください。

通常通りの請求方法で請求してください。
※「医療給付金請求書」に「領収書(原本)」のみを添付して請求してください。

～請求イメージ～ ＋
裏面に添付

領収書（原本） 給付金支給決定通知書
（原本）
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未収金等について

　当会では、保険適用分の医療費が給付対象となっております。領収書内に、内訳不明な未収金ま
たは、患者負担額と領収金額に内訳不明な差額がある場合は、その分の金額について、「○月○日診
療分 ○点」と領収書余白に明記してください。または、その分の内訳明細等を添付してください。

接骨院の領収書について

　接骨院の保険適用分の診療費は給付対
象です。ただし、接骨院には保険点数がな
いため、保険適用分の総診療費から給付金
額を決定します。保険適用分の金額がわか
る明細がない場合は、領収書の余白に明記
してもらうか、当会の「外来用領収書」に書
き換えてもらってから請求してください。

診　療　年　月　日

区分本・家

本人

負担割合

30%平成27年  3月16日

平成27年　3月16日

患者番号 氏       名

様

注　　　射投　　　薬画 像 診 断検　　　査

保 　 　 険

合 　 　 計

領 収 額 合 計

負  担  額

点

円

円13,500

45 80

4,050

4,220

円

円

点点点

病 理 診 断

保 険 外 負 担

歯 科 矯 正歯冠修復及び欠損補綴麻　　　酔

在 宅 医 療医学管理等初・再診料

点点点

手　　　術処　　　置リハビリテーション

点点点点点点点

評価療養・選定療養 そ 　 の 　 他

（内訳）
保険外

負　担

保　険

領収証No. 発 行 日

社保

費 用 区 分

（内訳）

点

円

点

円

診療費請求書 兼 領収書
患者番号：

初・再診料

保険

保険外

保険

保険外

保険外

その他(10)

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊(9)

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊(8)

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊(7)

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊(6)

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊(5)

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊(4)

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊(3)

予防接種(2)

文書料(1)
その他評価療養・選定療養

医学管理 在宅医療 投薬 注射 処置 手術 麻酔

検査 画像診断 リハビリテーション 放射線治療

保険点数合計

今回請求額（①～③）

④未収金

領　収　額

総請求額（①～④）

負担割合

②保険外合計 ③消費税等

①負担金

精神科専門療法 入院料等 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

病理診断

領収印

点

円

点

円

点

円

点

円

点

円

点

円

点128 270 70

円

点

円

点

円

点

円

点

円

点

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

割 円

円

点

円

点

円

点662

円

【外来】 保険:社保家族

診療日：平成27年2月24日
様

1,130 3 3,390

円3,390

円

円

130

円

3,520

3,520

0 0

共助会

病院
2015.2．24

※未収金130円分について「○月○日診療分保
　険点数○点」と領収書の余白に記入してくだ
　さい。

今回請求額（①～③）

④未収金

総請求額（①～④）

円3,390

円

円

130

3,520

※負担額4,050円と領収金額4,220円の
　差額170円について「○月○日診療分保険点数
　○点」と領収書の余白に記入してください。

保 　 険

合 　 　 計

領収額合計

負  担  額 円

円13,500

4,050

4,220

円

円

保 険 外 負 担

差額170円

※こちらに必ず総診療費（保険適用金額100％
　の金額）をご記入ください。

保 険 診 療 分 総 点 数
（ 保 険 適 用 総 診 療 費 ） （ 円 ）

点

未収金が含まれている領収書の例

患者負担額と領収金額に差額が
ある領収書の例



✚
C医院

D薬局
配偶者

診療を受けた月（ひと月：1日～31日）の
給付額は44,400円までです！

医療給付金の給付限度額44,400円までの流れ

【 ご本人と配偶者が給付を受けるまでの計算例 】

共助会が会員一人ひとりの給付管理をしています。ご安心ください。

ひと月給付限度額44,400円の計算は、共助会が給付実績を管理しています。
44,400円を超えて請求された場合でも給付限度額までの計算をして、給付することに
なっていますので、安心して請求してください。

給付額　44,400円

合計 55,500円になりますが…

3 上記❷の給付できる額の診療を受けた月（ひと月）の給付限度額44,400円ま
でを計算して給付額が決定します。

2 給付対象となる額から一部負担額3,000円、配偶者は給付率85％を乗じて
給付できる額を決めます。

1 医療給付金請求書の内容を確認します。

✚
A病院

B薬局
本人

10,000円 3,000円45,000円 5,000円

［一部負担額］

▲3,000円
［一部負担額］

なし
［一部負担額］

▲3,000円
［一部負担額］

なし
［給付率］

85％
［給付率］

85％
［給付率］

100％
［給付率］

100％
［給付できる額］

5,950円
［給付できる額］

2,550円
［給付できる額］

42,000円
［給付できる額］

5,000円

平成27年10月（6）第23号
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お気軽に
ご相談ください

　医療費の請求で、不備があった場合には返送と
なりますので、給付が遅れてしまいます。会員のみ
なさまにご迷惑をおかけしてしまいますので、何
かご不明な点がございましたら、お電話・お手紙、
直接来会されても結構ですので、請求をする前に
どうぞお気軽にご相談ください。

一般財団法人
福島県農協役職員共助会
〒960−0231
福島市飯坂町平野字三枚長1番地1
TEL：024−554−3512
FAX：024−554−3510
Mail：kyojokai@alto.ocn.ne.jp

医療給付金請求書の作成
Excel形式でダウンロード！
パソコンでらくらく作成！！

約款・各種届出様式
等のダウンロード

PDF形式で
ダウンロードできます！

農林年金受給者連盟等
の活動内容も
掲載されています。

お役立ち情報の発信
健康に関する情報

給付金の請求に関すること
などのコンテンツが掲載されています。

会員マイページの登録に
関するお問い合わせ

ＪＡ福島共助会 検  索

お気軽にお問い合わせください。

JA福島共助会  TEL 024－554－3512

　共助会では、給付金請求に関する便利なサービスをインターネットからご利用いただけます。詳しくは、「ＪＡ福島

共助会」で検索 http://ja-kyojokai.or.jp をご覧ください。

共助会ホームページ・会員マイページを
ご活用ください

福島県農林年金受給者連盟からのお願い

福島県農林年金受給者連盟 事務局（共助会内）
Tel 024ー554ー3511　fax 024ー 554ー3510
Eー mail：kyojokai＠alto.ocn.ne.jp

農林漁業団体の安定維持発展のため系統利用をお願いします。

年金振込みは
ＪＡ・ＪＦ（漁協）をご指定ください。
年金振込みは

ＪＡ・ＪＦ（漁協）をご指定ください。

福島県農林年金
受給者連盟にご加入を！
福島県農林年金
受給者連盟にご加入を！

特例年金を受給されている方・一時金払い制度を選択
された方へ
特例年金の維持・安定・農林漁業団体の系統事業の協力組織とし
て活動していくためにぜひ連盟にご加入くださるようお願いい
たします。

加入に関するお問い合わせ先

農林年金では以下のステップにそって
給付完了に取り組んでいます

すべての受給者の方に精算一時金を支払い給付完了を図ります。
法律改正後速やかに給付完了の取り組みを開始します。

農林年金の特例年金受給者の方へ

一時金拡大と
選択推進

対応方策
取りまとめ
対応方策
取りまとめ

現在の取り組み 平成27年度

組織協議
組織決定
組織協議
組織決定

法律改正による精算法律改正による精算

平成28年度

組織決定をふまえて組織決定をふまえて

第1段階

第2段階
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正解者のうち抽選で
10名様に記念品を贈呈いたします！！

正解者のうち抽選で
10名様に記念品を贈呈いたします！！

1.太枠の文字を○に当てはめてで
きた言葉（「○○○強い」）　

2.会員コード　

3.会員氏名　　

4.共助会への一言　

を添えてハガキでご応募ください。

※当選者の発表は、記念品の発送を
もって代えさせていただきます。

平成27年11月30日（月）

互助たよりあんしん22号（平成27年1月）の答え：□□□り ん ご 正解者の中から厳正なる抽選の結果、20名の方へ記念品をお贈りさせていただきました。

1 5 7

2 6

3

4

ヨコ
(1)「売る」の反対語

(2)「　　　第一」

(3)冬に美味しい豆腐料理

(4)釣り糸につける用具

タテ
(1)温泉に入る前にすること

(5)体を動かすこと、健康維持のため大切なこと

(6)「前期」の反対語

(7)山梨県の県庁所在地

ヒントヒント

応募方法応募方法 応募締切応募締切

応募先応募先

〒960－0231
福島市飯坂町平野字三枚長1－1
ＪＡ福島共助会
「クイズコーナー」係

　互助たより「あんしん」では、会員のみ
なさまからの情報を広く募集しています。
みなさまからの投稿をお待ちしています。
　採用者には3,000円相当の農産物等
を贈呈いたします。

投稿を募集します！！
事務局のひとこと

　車通勤にデスクワーク・・ほとんど歩かない生活
です。自身の健康管理が重要であることはわかっ
ていましたが、今回、「あんしん」を発行する機会を

いただき、生活習慣の改善や手軽な運動といった健康に対する意識が強くなりました。
　ちょっとした意識の変化を「きっかけ」に、職場では階段を使うことにしました。
　今年の健康診断が楽しみです。

コーナー

ＪＡ福島

共助会
太枠の文字を次の○に当ては

めて

言葉を完成させてください。
太枠の文字を次の○に当ては

めて

言葉を完成させてください。

A.「○○○強い」

　子どもたちといるとわかることがあります。裸足でいる機会の多
い子どもは、足の指でものをつかむことが上手。それだけ筋力も高ま
り、多少のふらつきでも転ばないバランス能力が身についています。
　いすに座り、足の下にタオルや新聞紙、紐、太めの縄などを用意し
ます。タオルや新聞紙なら足指でくしゃくしゃにしたり、たぐり寄せ
たり、ひろげたり、つかみあげたりしてみましょう。普段つかわない筋
肉を使い、ふらつかない体を目指しましょう。

鍛えよう
　バランス！
鍛えよう
　バランス！
～足裏を使ってみよう～～足裏を使ってみよう～

簡単健康法簡単健康法

（提供：レクリエーションエクササイズより）

無理なく、できる範囲で、継続してやってみましょう！


